
公式サイト

牧之原市に戻り、おかえり
プロジェクト賛同企業に就
職すると、おかえりローン
の利子相当分を助成します

スキルアップ応援金賛同企
業へ就職後、牧之原市に住
みながら、5年間勤めると
応援金が支給されます

2.0%∼2.0%∼通常

2.3%∼3.5%

のところ

４年制⼤学

を卒業すると

242,000円242,000円

牧之原市商⼯企業課

Makinohara
おかえりプロジェクトおかえりプロジェクト

若者地元就職応援プロジェクト

牧之原市に在
住の学⽣の⽅
や牧之原市内
の⾼校に通わ
れている⽅へ

0548-53-2647

おかえりローン おかえり教育奨励金 スキルアップ応援金

おかえりプロジェクト賛同
金融機関が提供する、通常
の教育ローンよりも低金利
で利用できる教育ローン

最
⼤

市から10万円

企業から10万円
200,000円200,000円

応
援
⾦

�
得

※金融機関により異なります 返ってくる！ もらえる！

交流事業
地元企業と交流できる事業を展開しています

ジョブシャドウイング

企業研究会（合同企業説明会）

インターンシップ

WEB⾯談会

オープンカンパニー

※開催情報は市公式ホームページに掲載しています

まだ地元就職を考えていない方も
支援制度が受けられます！

詳
し
く
は
公
式
サ
イ
ト

を
チ
ェ
ック

！



島田掛川信用金庫・ハイナン農業協同組合・静岡県労働金
庫・スルガ銀行・静岡銀行・しずおか焼津信用金庫

牧之原市商工企業課 [所在地] 牧之原市相良２７５番地

[サイト] www.city.makinohara.shizuoka.jp/site/shouko/

[問い合わせ先] ０５４８-５３-２６４７

事前登録制。ご登録は下のＱＲコードからお申し込みくださいおかえりプロジェクト

ジョブシャドウイング インターンシップ

おかえりプロジェクトおかえりプロジェクト

対象者
本人もしくは保護者が、住民基本台帳法に基づき牧之原市の
住民基本台帳に登録されている者または市内の高等学校を卒
業した者（卒業見込の者を含む）

1.

年齢が満15歳（高校生）以上満27歳以下である者2.
在学中におかえりプロジェクトの事業に１回以上参加ができ
る者

3.

対象進学先

学校教育法に規定する大学、短期大学、高等専門学校及び専修
学校（修業年限２年以上専門課程に限る）をいう。ただし、通
信制による場合を除く。

登録⽅法

下のＱＲコードまたは書類によりお申し込みください

［申請書類］

おかえりプロジェクト対象者登録申請書（様式第１号）1.
住所を証明する書類の写し、市内高等学校の卒業証明書の卒
業証明書の写しまたは市内高等学校の学生証の写し

2.

［申請期限］

申込者が大学等を卒業する１年半前まで

ご利用には、おかえりプロジェクトへの登録が必要ですおかえりローン

対象者

おかえりプロジェクトに登録している者及びその保護者1.
対象者または保護者が、住民基本台帳法に基づき牧之原
市の住民基本台帳に登録されている者であること

2.

対象者及びその保護者等が市税等を滞納していない者で
あること

3.

取扱⾦融機関

登録⽅法

おかえりプロジェクト登録時に書類請求ができます

［申請書類］

おかえりローン登録申請書（様式第１号）1.
大学等進学先の入学もしくは入学予定を証明する書類の
写しまたは在学を証明する書類の写し

2.

［申請期限］

子等の申込者が大学等を卒業する１年半前まで

おかえり教育奨励金 おかえりローンの利子相当額の奨励金を交付します

対象者

おかえりローンを借り入れた実績があり、子等の大学等
卒業時において現に契約があること

1.

保護者または子等が、住民基本台帳法に基づき牧之原市
の住民基本台帳に登録されている者であること

2.

子等が、牧之原市、御前崎市・榛原郡吉田町・菊川市・島
田市、藤枝市または焼津市に事業所を有する中小企業基
本法第２条第１項に規定する中小企業または市長が認め
る法人もしくは団体日本国政府、独立行政法人もしくは
地方公共団体に正規雇用されていること

3.

子等が大学等を卒業していること4.
子等が、市の行う雇用事業に１回以上参加していること5.
保護者及び子等が市税等を滞納していない者であること6.

交付額

おかえりローン借入額（上限額250万円）の年利2.0%以内
であり、当座貸越期間の利子相当額とする。ただし、証書
貸付への切り替え期間等がある場合はこの限りではない。

※対象者１人につき１回

申請⽅法

おかえりローン教育奨励金交付申請書（様式第７号）1.
おかえり教育奨励金申請者及び子等の関係が確認できる書類2.
おかえりプロジェクト交流事業に参加したことがわかる書類3.
子等の大学等卒業が確認できる書類またはその写し4.
事業者から交付される労働条件通知書、就労証明書（様式第
８号）または就労を開始したことを確認できる書類

5.

子等の申込者が大学等を卒業した翌年度の12月末までに
次に掲げる書類を提出してください

スキルアップ応援金

対象者

おかえりプロジェクトに登録
実績があること

1.

大学等と卒業後、半年以内に
スキルアップ応援金賛同事業
者に正規雇用され、その期間
が５年間継続していること。
ただし、１ヶ月以上連続で特
別休暇等を取得している場合
はその期間を控除する

2.

２に規定する期間、住民基本
台帳に登録されている者であ
ること

3.

交付額

20万円

※事前登録等はありません

登
録
申
請
は
こ
ち
ら

▼ 交流事業の様子（令和５年度開催）


